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１．はじめに

化学物質は産業の発展に伴い，その種類・使用

量ともに増加の一途をたどっており，それによる

環境汚染に対する社会的関心が高まっている。環

境庁（現環境省）は平成５年環境基準の見直しを

行い，環境基準項目の追加とともに，新たに要監

視項目を設定した。

神奈川県では，環境庁の委託を受けて平成 年11
度から３ヶ年間，神奈川県内の河川水及び地下水

について，要監視項目の水質調査を実施した。

本報では，その調査結果の概要を報告する。

２．調査方法

２．１ 調査地点及び調査時期

調査地点は， 及び に示す河川 地点及図１ 表１ 15
び地下水 地点である。調査は河川では，農薬に5

，ついて年間を通した濃度が適切に評価されるよう

農薬の使用時期である６月または７月と，影響が

10少ないと思われる２月に，また地下水調査は

月に実施した。

調査地点（地点番号は，表１の番号と対応）図１
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２．２ 調査項目及び分析方法

調査項目は要監視項目 物質で，その分析方法22
と報告下限値，指針値を に示した。表２

３．結果と考察

調査結果の評価は，指針値を超えたか，指針値

の 分の１以上及び以下，不検出に区分して行っ10
た。

また，ﾆｯｹﾙとｱﾝﾁﾓﾝは平成 年 月に指針値が11 2
削除された。これは毒性についての定量的評価を

表1-1  調査地点（河川水）*1

番号 河川名 地点名
1 境川 鶴間橋
2 境川 大道橋
3 引地川 石川橋 *2

4 相模川 相模大橋
5 相模川 寒川堰
6 相模川（鳩川） 馬船橋
7 相模川（小鮎川） 第２鮎津橋
8 相模川（目久尻川）河原橋
9 金目川 小田急鉄橋
10 金目川 花水橋
11 中村川 押切橋
12 森戸川 親木橋
13 酒匂川（狩川） 狩川橋
14 酒匂川 飯泉堰
15 山王川 山王橋

*1：地点番号は、図１の番号と対応。
*2：平成12年度は山田橋で採水

表1-2  調査地点（地下水）*1

番号 地点名
16 逗子市逗子1-8-29
17 茅ヶ崎市甘沼441
18 綾瀬市小園1375
19 厚木市戸田2165
20 厚木市戸室2-3-58
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表２ 調査項目、分析方法、報告下限値及び指針値
調査項目 分析方法 報告下限値（μg/l) 指針値（μg/l)

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC-MS法（付表＊１１の第２） 4 60以下
ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 同上 4 40以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 同上 4 60以下
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 同上 4 300以下
ｲｿｷｻﾁｵﾝ 溶媒抽出GC-MS法（付表２の第１） 0.2 8以下
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 同上 0.1 5以下
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 同上 0.2 3以下
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 同上 0.1 40以下
ｵｷｼﾝ銅 固相抽出高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法（付表３） 4 40以下
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 溶媒抽出GC-MS法（付表２の第１） 0.1 50以下
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 同上 0.1 6以下
EPN 同上 0.1 6以下
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 同上 0.1 9以下
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 同上 0.1 30以下
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 同上 0.1 8以下
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 同上 0.1 -
ﾄﾙｴﾝ ﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽGC-MS法（付表１の第２） 4 600以下
ｷｼﾚﾝ 同上 8 400以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 溶媒抽出GC-MS法（付表4） 　　　　　　　　　　　　　　　1 *２ 60以下
ﾆｯｹﾙ ICP質量分析法（付表5） 1 －(10以下）*３

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 同上 1 70以下
ｱﾝﾁﾓﾝ 水素化物発生原子吸光法（JIS K 0102 62.2) 0.2 －(2以下）*３

*1　付表は平成5年環水規第121号
*2　平成12、13年度は0.5μg/lを報告下限値とした。
*3  ( )内は平成11年2月22日付けで削除された旧指針値を記載した。

確立するには十分な試験結果がないためによるも

のであるが，定量的評価が定まっていないとはい

えある程度の毒性があることはわかっているこれ

ら物質が公共用水域等において比較的広く検出さ

れていることから，引き続き要監視項目としてﾓﾆﾀ

ﾘﾝｸﾞを継続していくものとされている。このため

平成11年に削除された旧指針値を，本調査でも，

評価の基準値とした。

３．１ 河川水調査結果（平成11年度）

検出された項目の調査結果を に示した。夏表３

期の調査で，農薬類のうちﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝが相模川寒川

堰で，ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ及びｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽが鳩川，目久尻川

と金目川小田急鉄橋で，またｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽが金目川小

田急鉄橋で，それぞれ された。0.10～1.2μg/l検出

農薬類は冬期には，全地点とも不検出であった。

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙは，夏期に鳩川で，また冬期に

は境川の２地点，引地川，金目川花水橋，森戸川

と山王川で ～ 検出された。検出され1.1 2.3 μg/l

， 。た濃度は いずれも指針値の10分の1以下であった

ﾆｯｹﾙは境川の２地点，引地川，目久尻川と山王

川で夏期，冬期とも，また夏期に森戸川で，冬期

1.2 8.6に鳩川でそれぞれ検出され，その濃度は ～

であった。検出された濃度は，平成11年に削μg/l

除された旧指針値（以下「ﾆｯｹﾙの旧指針値」とい

を超えてはいないが，その10分の1をう ）10。 μg/l

上回っていた。

， ，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは 境川大道橋と金目川の２地点で夏期

冬期とも，鳩川では冬期のみ検出され，その濃度

は1.1～14μg/lであった。このうち金目川小田急

鉄橋の夏期，冬期と冬期の金目川花水橋，鳩川で

は，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝの指針値（70μg/l）の10分の1を超え

て9.7～14μg/l検出された。金目川でﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝが比

較的高濃度で検出された原因として 上流にﾓﾘﾌﾞﾃﾞ，

ﾝを使用している電気機械器具製造業の事業所があ

り，この排水が原因と考えられた。また，冬期に1

4μg/lが検出された鳩川では，流域にﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝを使

用している事業所は見出せず，原因は不明であっ

た。

ｱﾝﾁﾓﾝは夏期，冬期とも森戸川で検出され，特に

以下 ｱ冬期には平成11年2月削除された旧指針値（ 「

）2μg/lを超えて8.0μﾝﾁﾓﾝの旧指針値」という。

g/lが検出された。この原因として，ｱﾝﾁﾓﾝを使用

している化学工業の事業所（平成11年度は11年9月

～12年2月にｱﾝﾁﾓﾝとして5,100kgを使用)の排水の

影響と考えられた。

， ， ，ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｲｿｷｻﾁｵﾝ，ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ，ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ，

ｵｷｼﾝ銅，ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ，ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ，EPN，ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ，

ﾄﾙｴﾝ及びｷｼﾚﾝの14項目は全地点とも不検出であっ

た。
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表3 検出された項目の調査結果（河川水：平成11年度）                                           （ μg/l）
　　　　　項目
地点

  ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ   ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ  ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ  ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ
ﾌﾀﾙ酸
ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

  ﾆｯｹﾙ  ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ   ｱﾝﾁﾓﾝ

境川　　　鶴間橋  <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  2.3  1.4  2.3  < 1  < 1  <0.2  <0.2

　　　　　大道橋  <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  1.4  1.6  1.7  1.1  1.6  <0.2  <0.2

引地川　　石川橋　　　 <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  1.1  4.2  8.6  < 1  < 1  <0.2  <0.2

相模川  　寒川堰  0.11  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  < 1  <0.2  <0.2

鳩川    　馬船橋  <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 0.24 <0.1  0.29 <0.1  1.8  < 1  < 1  4.3  < 1  14  <0.2  <0.2

目久尻川  河原橋　 <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 1.2  <0.1  0.49 <0.1  < 1  < 1  2.6  5.5  < 1  < 1  <0.2  <0.2

金目川 小田急鉄橋  <0.1  <0.1 　 0.18  <0.1  0.10 <0.1  0.11 <0.1  < 1  < 1  < 1  < 1  14   11  <0.2  <0.2

　　　　　花水橋  <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  1.2  < 1  < 1  3.6  9.7  <0.2  <0.2

森戸川　  親木橋  <0.1  <0.1 　 <0.1  <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  2.1  1.6  < 1  < 1  < 1  0.31  8.0

山王川　　山王橋  <0.1  <0.1 　 <0.   <0.1 　 <0.1 <0.1 　 <0.1 <0.1  < 1  2.1  1.2  2.3 < 1  < 1  <0.2  <0.2

各項目の下の数値は、左欄は夏期（平成11年7 月21日）、右欄は冬期（平成12年2月8日）の分析結果を示した。

３．２ 河川水調査結果（平成12年度）

検出された項目の調査結果を に示した。ﾄﾙｴ表４

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞﾝは，冬期に森戸川で25μg/l検出された。

ｴﾁﾙﾍｷｼﾙは，冬期に境川鶴間橋，小鮎川，金目川小

田急鉄橋及び山王川で1.0～3.1μg/l検出された。

， 。検出された濃度は 平成11年度と同程度であった

ﾆｯｹﾙは境川の２地点，引地川，目久尻川と山王

， ， ，川で夏期 冬期とも また夏期に鳩川と中村川で

冬期に相模川相模大橋，小鮎川と金目川の２地点

であった。で検出され，その濃度は1.1～20μg/l

このうち，引地川では20μg/lが検出され，ﾆｯｹﾙの

旧指針値10 μg/lを超えていた。この河川では平

成11年度にも4.2～8.6μg/l検出されていたが，そ

の原因は不明であった。

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは，境川の２地点，鳩川と金目川２地点

で夏期，冬期とも，引地川，相模川相模大橋，小

鮎川，目久尻川と森戸川では冬期のみ検出され，

その濃度は1.1～35μg/lであった。このうち金目

川小田急鉄橋では，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝの指針値の10分の1を

（ ） （ ） 。超えて9.2 冬期 ～35 夏期 μg/l検出された

金目川でﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝが比較的高濃度で検出されたこと

は平成11年度の結果と同様で，上流にﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝを使

用している電気機械器具製造業の3事業所（12年の

使用量合計1,720kg）があり，この排水が原因と考

えられた。

ｱﾝﾁﾓﾝは森戸川で夏期，冬期とも検出され，また

境川の２地点，引地川，相模川相模大橋，鳩川，

小鮎川，目久尻川，金目川小田急鉄橋，中村川と

酒匂川で冬期に それぞれ検出され その濃度は0.， ，

2～6.0μg/lであった。森戸川では冬期に，ｱﾝﾁﾓﾝ

の旧指針値を超えて6.0μg/lが検出された。この

結果は平成11年度（8.0μg/l）とほぼ同程度の濃

度で，原因として，ｱﾝﾁﾓﾝを使用している化学工業

の事業所(ｱﾝﾁﾓﾝとして平成12年4月～13年2月に4，

860kgを使用）の排水の影響と考えられた。

， ， ，ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

p-

ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ｲｿｷｻﾁｵﾝ ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ ｲｿﾌﾟ， ， ， ，

ﾛﾁｵﾗﾝ，ｵｷｼﾝ銅，ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ，ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ，EPN，ｼﾞｸﾛ

ﾙﾎﾞｽ，ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ，ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ，ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ及びｷｼﾚﾝ

の17項目は全地点とも不検出であった。

３．３ 河川水調査結果（平成13年度）

検出された項目の調査結果を に示した。ﾌｪﾉ表５

ﾌﾞｶﾙﾌﾞは，夏期に酒匂川で0.1μg/l検出された。

ﾆｯｹﾙは境川鶴間橋，引地川，目久尻川と金目川

花水橋と酒匂川で夏期，冬期とも，また夏期に相

模川寒川堰，金目川小田急鉄橋で，冬期に境川大

道橋，鳩川，森戸川と山王川で1.0～23μg/l検出

。 ， ，された このうち 引地川で検出された23μg/lは

平成12年度（20μg/l）と同様にﾆｯｹﾙの旧指針値を

超えていた。この河川では，平成11年度4.2～8.6

μg/l，12年度7.6～20μg/l検出されており，いず

れの年度でも調査地点中で最も高い濃度を示して

いたため，何らかの発生源の存在を示唆している

が，その原因は不明であった。

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝは，目久尻川，金目川２地点で夏期，冬

期とも，境川鶴間橋で夏期に，境川大道橋，引地

川，鳩川と森戸川では冬期のみ検出され，その濃

度は1.0～9.3μg/lであった。このうち金目川小田

急鉄橋では ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝの指針値の10分の1を超えて7.，

4～9.3μg/l検出された。金目川では上流にﾓﾘﾌﾞﾃﾞ
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表4　検出された項目の調査結果（河川水：平成12年度）          （ μg/l）

　　  　　項目
地点

　 ﾄﾙｴﾝ
ﾌﾀﾙ酸
ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

  ﾆｯｹﾙ  ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ   ｱﾝﾁﾓﾝ

境川　　　鶴間橋  < 4  < 4  <0.5  1.4  3.0   4.3  1.1  3.3  <0.2  0.7

　　　　　大道橋  < 4  < 4  <0.5  <0.5  4.2   2.2  1.6  2.6  <0.2  0.5

引地川　　山田橋　　　 < 4  < 4  <0.5  <0.5  7.6   20  < 1  1.4  <0.2  0.7

相模川 　相模大橋  < 4  < 4  <0.5  <0.5  < 1   2.2  < 1  5.2  <0.2  0.3

鳩川    　馬船橋  < 4  < 4  <0.5  <0.5  1.7   < 1  1.7  5.8  <0.2  0.6

小鮎川　第2鮎津橋  < 4  < 4  <0.5  3.1  < 1   7.3  < 1  7.0  <0.2  1.0

目久尻川  河原橋　 < 4  < 4  <0.5  <0.5  2.2   5.3  < 1  4.0  <0.2  0.2

金目川 小田急鉄橋  < 4  < 4  <0.5  1.3  < 1   2.7  35   9.2  <0.2  0.4

　　　　　花水橋  < 4  < 4  <0.5  <0.5  < 1   1.8  2.3   6.0  <0.2  <0.2

中村川　　押切橋  < 4  < 4  <0.5  <0.5  1.1   < 1  < 1  < 1  <0.2  0.3

森戸川　  親木橋  < 4   25  <0.5  <0.5  < 1   < 1  < 1  1.3  1.0   6.0

酒匂川　　飯泉堰  < 4  < 4  <0.5  <0.5  < 1   < 1  < 1  < 1  <0.2  0.3

山王川　　山王橋  < 4  < 4  <0.5  1.0  1.2   2.5  < 1  < 1  <0.2  <0.2

各項目の下の数値は、左欄は夏期（平成12年6 月22日）、右欄は冬期（平成13
年2月1日）の分析結果を示した。

ﾝを使用している電気機械器具製造業の3事業所（1

3年の使用合計量1,920kg）があり，この排水が原

因と考えられた。この３事業所では，平成13年1月

頃からﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝを高濃度で含む廃液は回収し，外部

に処理を委託することとした。このため金目川小

（ ）田急鉄橋では平成13年2月の調査 12年度冬期調査

以降，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ濃度は10μg/l以下となっており，1

3年度のﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ濃度は11年度11～14 12年度9.2 冬， （

期）～35（夏期）μg/lに比べてやや改善の傾向が

見られている。

ｱﾝﾁﾓﾝは目久尻川と森戸川で夏期，冬期とも検出

， ， ，され また相模川相模大橋で夏期に 境川鶴間橋

鳩川で冬期に，それぞれ検出され，その濃度は0.2

～3.9μg/lであった。森戸川では夏期に，ｱﾝﾁﾓﾝの

旧指針値を超えて3.9μg/lが検出されれ，この結

果は平成11，12年度と同様で，原因として，ｱﾝﾁﾓﾝ

を使用している化学工業の事業所(ｱﾝﾁﾓﾝとして平

成13年度に7,170kgを使用）の排水の影響と考えら

れた。

， ， ，ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ

p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｲｿｷｻﾁｵﾝ，ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ，ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ，ｲ

ｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ ｵｷｼﾝ銅 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ EPN ｼﾞ， ， ， ， ，

ｸﾛﾙﾎﾞｽ，ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ，ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ，ﾄﾙｴﾝ，ｷｼﾚﾝ及びﾌ

ﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙの1８項目は全地点とも不検出であ

った。

３．４ 検出割合について（河川水）

平成 ～ 年度に実施した 地点・年 回の11 13 15 2
要監視項目調査の，河川水の項目ごとの検出割合

を整理した。検出割合を，割合１（調査地点数に

対する検出地点数の割合 ，割合２（調査回数に）

対する検出回数の割合）に区分して， に示し表６

。 ， （ ， ， ）た 検出割合は 金属類 ﾆｯｹﾙ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ ｱﾝﾁﾓﾝ

が高く，次いでﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ（ ～ 年度 ，11 12 ）

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ，ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ（ 年度）などであった。11
この他，ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ，ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ，ﾄﾙｴﾝがいずれかの

年度に夏期に検出されていた。

金属類の自然界（淡水）における濃度 は，ﾆｯｹ1)

ﾙ， μg/l，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ μg/l，ｱﾝﾁﾓﾝ1μg/l以0.5 0.5
下，程度といわれており，広く環境中に分布して

いる。このため，金属類の検出割合が高くなった

ことの一因と考えられた。これに対して，ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ

ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ，ﾄﾙｴﾝや農薬類は自然界には存在せず，何

らかの発生源が存在することとなる。このうち，ﾌ

ﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙはﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸ類の可塑剤として広く用

いられており，環境庁の全国調査でも検出割合が

5高い 物質である また 農薬類は水田 畑等で2） 。 ， ，

～ 月頃施用されることが多いため，その下流域9
で検出されたものと考えられた。

検出割合の高い項目を中心に，今後とも継続的

に監視する必要がある。
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表５　検出された項目の調査結果（河川水：平成13年度） （ μg/l）
　　　　　項目
地点

ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ   ﾆｯｹﾙ  ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ   ｱﾝﾁﾓﾝ

境川　　　鶴間橋  <0.1 <0.1  1.6  1.5  1.0  < 1  <0.2   0.2

　　　　　大道橋  <0.1 <0.1  < 1  1.8  < 1  1.3  <0.2   <0.2

引地川　　石川橋　　　 <0.1 <0.1  5.7  23  < 1  1.7  <0.2   <0.2

相模川　　相模大橋  <0.1 <0.1  < 1  < 1  < 1  < 1 　0.4   <0.2

　　　　　寒川堰　                                                                                                          <0.1 <0.1  1.9  < 1  < 1  < 1  <0.2   <0.2

鳩川    　馬船橋  <0.1 <0.1  < 1  1.3  < 1  3.2  <0.2   0.4

小鮎川　第2鮎津橋  <0.1 <0.1  < 1  < 1  < 1  < 1  <0.2   <0.2

目久尻川  河原橋　  <0.1 <0.1  2.6  3.3  1.0  1.0  0.2    0.2

金目川 小田急鉄橋  <0.1 <0.1  1.7  < 1  9.3  7.4  <0.2   <0.2

　　　　　花水橋  <0.1 <0.1  2.6  1.1  2.1   3.2  <0.2   <0.2

中村川　　押切橋  <0.1 <0.1  < 1  < 1  < 1  < 1  <0.2   <0.2

森戸川　  親木橋  <0.1 <0.1  < 1  2.0  < 1  1.2  3.9    1.4

酒匂川　　飯泉堰  0.1  <0.1  1.0  1.2  < 1  < 1  <0.2   <0.2

山王川　　山王橋  <0.1 <0.1  < 1  1.4  < 1  < 1  <0.2   <0.2

各項目の下の数値は、左欄は夏期（平成13年6月25日）、右欄は冬期（平
成14年2月4日）の分析結果を示した。

３．５ 平成11～13年度調査結果（地下水）

～ 年度の調査で検出された項目の結果を，11 13
に示した。逗子市の地下水からは，各年度と表７

もﾆｯｹﾙ，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ，ｱﾝﾁﾓﾝがいずれも検出された。

また，ﾆｯｹﾙは 年度には綾瀬市及び厚木市戸室の11
地下水から検出された。更に 年度に茅ヶ崎市の12
地下水からﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙが，また 年度には茅13
ヶ崎市と厚木市戸田の地下水からｱﾝﾁﾓﾝが検出され

た。これら検出された項目は，河川水の調査でも

検出割合が高い物質であった。厚木市戸室は工業

団地の近傍である以外は，主として住宅地域の地

下水であり，検出された原因は不明であった。

逗子市の地下水では，ﾆｯｹﾙやｱﾝﾁﾓﾝが旧指針値の

分に を超えて検出されているため，今後検出10 1
状況等の推移を注視していく必要がある。

ｸﾛﾛﾎﾙﾑ ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟ， ，

ﾝ，p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ，ｲｿｷｻﾁｵﾝ，ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ，ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵ

ﾝ，ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ，ｵｷｼﾝ銅，ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ，ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ，EP

N，ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ，ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ，ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ，ﾄﾙｴﾝ，ｷｼﾚ

ﾝ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙの1８項目は全地点とも不検

出であった。

４．まとめ

平成 年度から 年度までの ヶ年， 河川11 13 3 15
水を年 回， 地下水を年 回，要監視項目 物2 5 1 22
質について水質調査を実施してきた。河川水から

， ， ， ， ，は ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ

ﾄﾙｴﾝ，ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ，ﾆｯｹﾙ，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及びｱﾝﾁﾓﾝ

の 物質が検出され，この中でﾆｯｹﾙ，ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ及び9
ｱﾝﾁﾓﾝの金属類とﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙの検出割合が高か

。 ， ，った 検出濃度は 森戸川でのｱﾝﾁﾓﾝは3ヶ年とも

引地川でもﾆｯｹﾙが平成12，13年度に，それぞれ旧

指針値を超えていた。更に，金目川ではﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝが

。 ，指針値の10分の１を超えて検出されていた 一方

ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙは指針値の10分の１を超えて検出

された地点はなかった。地下水からは前述の3金属

類とﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙの4物質が検出された。
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表6 検出割合（平成11～13年度河川水）
平成11年度 平成12年度 平成13年度

項目 割合１ *1　割合２ *2 割合１　割合２　　　　　　　割合１　割合２
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｲｿｷｻﾁｵﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 1/15     1/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｵｷｼﾝ銅 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
EPN 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 1/15     1/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ 3/15     3/30 0/15     0/30 1/15     1/30
ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 3/15     3/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾄﾙｴﾝ 0/15     0/30 1/15     1/30 0/15     0/30
ｷｼﾚﾝ 0/15     0/30 0/15     0/30 0/15     0/30
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 7/15     7/30 4/15     4/30 0/15     0/30
ﾆｯｹﾙ 6/15    12/30 11/15   16/30 11/15   15/30
ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 4/15     7/30 10/15   15/30 8/15    11/30
ｱﾝﾁﾓﾝ 1/15     2/30 11/15   12/30 5/15     7/30
*1：割合１は調査地点数に対する検出地点の割合
*2：割合２は調査回数に対する検出回数の割合

表 ７　検出された項目の調査結果 （地下水：平成 11～ 13年度）（  μ g/l）
　　            　項目
  地点

ﾌﾀﾙ酸
ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ

  ﾆｯｹﾙ  ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ   ｱﾝﾁﾓﾝ

逗子市
< 1
<0.5
<0.5

4.1
7.8
2.6

2.7
3.0
2.8

0.2
1.9
0.6

茅ヶ崎市
< 1
0.8
<0.5

< 1
< 1
< 1

< 1
< 1
< 1

 <0.2
 <0.2
 0.2

綾瀬市
< 1
<0.5
<0.5

2.6
< 1
< 1

< 1
< 1
< 1

 <0.2
 <0.2
 <0.2

厚木市戸田
< 1
<0.5
<0.5

< 1
< 1
< 1

< 1
< 1
< 1

 <0.2
 <0.2
 0.2

厚木市戸室
< 1
<0.5
<0.5

2.2
< 1
< 1

< 1
< 1
< 1

 <0.2
 <0.2
 <0.2

 

各項目の下の数値は、上段は平成 11年 10月 12日、中段は平成
12年 10月 19日、下段は平成 13年 10月 3日の分析結果を示した。
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